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？　　なぜこの事業を行っているのですか？

これまで河川区域は、河川法によって公園、道路、橋脚、電線、水道・ガス管などの公共的
な施設しか設置することができませんでした。平成２３年４月に、この規制が緩和され、地域
の合意を得れば、民間事業者でも飲食店や売店などが出店できるようになりました。
東京スカイツリーの絶好のビュースポットとなった隅田川沿いには、多くの観光客が訪れる
ようになったことから、台東区では、この賑わいを恒常的なものにして、隅田川の水辺や公園、
そしてその周辺の街までを含んだ地域を一層活性化していくために、２区画のオープンカフェ
（☞解説）を設置しました。

　　どのようなことを行っていますか？

オープンカフェ店舗の紹介

Ａ区画（言問橋側）　
タリーズコーヒー隅田公園店　【営業時間】午前９時～午後９時

Ｂ区画（東武鉄橋側）　
ＣＡＦＥ…Ｗ．Ｅ…（カフェ…ウィ）　【営業時間】午前９時～午後９時

隅田公園オープンカフェ
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？

？　　事業の進み具合はどうですか？

平成23年2月～平成24年3月
●近隣住民の方とのオープンカフェ設置に関する意見交換
平成24年7月～１１月

●隅田公園オープンカフェ協議会で、都市・地域再生等利用区域指定要望書、オープンカフェ
募集要項などの内容について協議

平成24年12月
●出店事業者の公募開始
平成25年1月

●応募事業者の一次審査（書類審査）
平成25年2月～7月

●応募事業者の二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）、出店事業者の決定、事業者と
出店について調整、河川占用・建築確認などの諸手続き

平成25年8月
●工事開始
平成25年10月

●オープンカフェ開業

　　今後はどのように取り組んでいくのですか？

今後は、地元の住民や団体の方々と協議しながら、出店事業者が地元の方と一緒に環境美化
や各種イベントなど、地域の活性化に向けた事業を実施していきます。

この事業の実績・決算・予算額は、５３ページに記載しています。

■ この事業に関するお問合せは ■

【解説】
オープンカフェ
店舗スペースの一部を屋外形式にして，開放的な雰囲気の中でコーヒーや食事などを楽しめる
ようにつくられた喫茶店またはレストランのことです。河川敷地への民間事業者の出店は、隅
田公園オープンカフェが都内で初めてとなります。
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